


平成13年 2月23日付 平成13･02･15原第19号、 平成13年 3月30日付 平成13･03･23原第13号、 

平成13年11月 5日付 平成13･09･28原第77号、 平成14年 3月 8日付 平成14･02･07原第12号、 

平成14年 8月28日付 平成14･07･12原第12号、 平成14年10月22日付 平成14･09･20原第 8号、 

平成15年 6月20日付 平成15･06･09原第19号、 平成15年 9月11日付 平成15・08・28原第10号、 

平成16年 5月13日付 平成15･12･19原第40号、 平成16年 6月16日付 平成16･06･07原第12号、 

平成16年10月 5日付 平成16･08･19原第 2号、 平成17年 4月11日付 平成17･03･17原第10号、 

平成17年 7月20日付 平成17･07･04原第23号、 平成17年10月24日付 平成17･10･03原第12号、 

平成18年 2月22日付 平成18･01･31原第16号、 平成18年 4月21日付 平成18･04･14原第 4号、 

平成18年 9月 8日付 平成18･08･24原第12号、 平成18年10月23日付 平成18･10･02原第21号、 

平成19年 3月15日付 平成19･02･16原第17号、 平成19年 5月30日付 平成19･05･15原第34号、 

平成19年 6月26日付 平成19･06･08原第137号、 平成19年12月13日付 平成19･09･28原第33号、 

平成19年12月13日付 平成19･11･30原第25号、 平成20年 6月18日付 平成20･05･20原第11号、 

平成20年 8月22日付 平成20･07･11原第14号、 平成20年10月 7日付 平成20･09･16原第19号、 

平成20年12月12日付 平成20･10･31原第  3号、 平成21年 3月25日付 平成21･03･03原第24号、 

平成21年11月 4日付 平成21･09･18原第11号、 平成22年 2月10日付 平成22･01･06原第16号、 

平成22年 6月25日付 平成22･06･10原第  3号、 平成22年 9月13日付 平成22･08･04原第 5号、 

平成22年12月13日付 平成22･11･09原第30号、 平成23年 5月 6日付 平成23･04･04原第35号、 

平成23年 5月11日付 平成23･04･20原第  3号、 平成23年 5月31日付 平成23･05･13原第21号、 

平成23年 9月20日付 平成23･07･25原第14号、 平成24年 9月 6日付 20l208l5原第22号、 

平成25年 3月25日付 原管P収第121221003号、 平成26年 6月 9日付 原規規発第1406095号、 

平成27年 6月12日付 原規規発第1506127号、 平成27年 9月18日付 原規規発第1509183号、 

平成28年 1月20日付 原規規発第1601201号、 平成28年 3月24日付 原規規発第16032411号、 

平成28年10月26日付 原規規発第1610267号、 平成29年 6月26日付 原規規発第1706266号、 

平成29年 9月 1日付 原規規発第1709014号、 平成30年 6月26日付 原規規発第1806268号、 

平成30年12月17日付 原規規発第1812177号、 平成31年 2月13日付 原規規発第1902132号、 

令和元年 6月25日付 原規規発第1906255号、     令和元年 9月 3日付 原規規発第1909033号及び 

令和元年12月11日付 原規規発第1912116号で変更認可を受けた大飯発電所原子炉施設保安規

定の記述を、別添の大飯発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表の変更後欄のとお

り変更する（ただし、変更箇所を示す記載は含まない）。 

 

２．変更の理由 

（１）３，４号炉重大事故等対策に関する体制変更 

 大飯３、４号炉として独立した重大事故等対策体制に向けて１，２号炉の運転員

の一部の役務を３，４号炉緊急安全対策要員で対応するため、大飯発電所原子炉施

設保安規定の関連する条文の変更を行う。 

 （２）実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基

準の一部改正に伴う変更 

 実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基

準の一部改正（２０１９年１０月２日改正）のうち、重大事故等発生時及び大規模

損壊発生時おける発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員に

対する教育及び訓練に関する改正内容を反映するため、関連する保安規定条文の変

更を行う。
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３．施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日より起算し、１０日を超えない範囲

で施行する。 

 

以 上 
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別 添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

（
運
転
員
等
の
確
保
）
 

第
 
１
３
 条

 
発
電
室
長
は
、
原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
。
な
お
、
原
子
炉
の
運
転

に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と
は
、
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
実
務
の
研
修
を
受
け
た
者
を
い
う
。
 

（
中
略
）

 

３
．
当
直
課
長
は
、
第
２
項
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
表
１
３
－
２
に
定
め
る
人
数
の
者
を
主
機
運
転
員
以
上
の
者
の
中
か

ら
常
時
中
央
制
御
室
に
確
保
す
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
重
大
事
故
等
の
対
応
の
た
め
の
力
量
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
安
全
・
防
災
室

長
は
、
重
大
事
故
等
の
対
応
を
行
う
要
員
と
し
て
、
表
１
３
－
３
に
定
め
る
人
数
を
常
時
確
保
す
る
。
 

（
中
略
）

 

９
．
所
長
は
、
第
６
項
、
第
８
項
の
判
断
を
行
っ
た
場
合
の
措
置
と
し
て
、
原
子
炉
の
運
転
中
は
、
原
子
炉
停
止
の

措
置
を
実
施
し
、
原
子
炉
の
停
止
中
は
、
原
子
炉
の
停
止
状
態
を
維
持
し
、
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
。
な

お
、
原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
、
速
や
か
に
、
実
施
す
る
。 

   表
１
３
－
１

 

 

中
央
制
御
室
名

 
 ３
号
炉
お
よ
び

 

４
号
炉
の
運
転
モ
ー
ド

 

Ｂ
中
央
制
御
室

 

（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
 

原
子
炉
２
基
が
と
も
に
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
の
場
合
※
１
 

１
２
名
以
上
※
３
 

原
子
炉
１
基
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
の
場
合
※
１
 

１
０
名
以
上
※
３
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期

間
の
場
合
※
１
※
２
 

８
名
以
上
※
３
 

※
１
：
複
数
の
運
転
モ
ー
ド
に
該
当
す
る
場
合
、
要
求
さ
れ
る
運
転
員
数
の
多
い
方
が
適
用
さ
れ
る
。

 

※
２
：
照
射
済
燃
料
移
動
中
も
含
む
（
以
下
、
同
じ
）
。

 

※
３
：
当
直
課
長
を
含
む
。

 

 表
１
３
－
２

 

 

中
央
制
御
室
名
 

３
号
炉
お
よ
び

 

４
号
炉
の
運
転
モ
ー
ド

 

Ｂ
中
央
制
御
室

 

（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
 

原
子
炉
１
基
以
上
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
の
場
合
※
２
 

３
名
以
上
※
４
 

※
４
：
当
直
課
長
ま
た
は
当
直
主
任
を
含
む
主
機
運
転
員
以
上
。

 

 

（
運
転
員
等
の
確
保
）
 

第
 １
３

 
条

 
発
電
室
長
は
、
原
子
炉
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
※
１
。
な
お
、
原
子
炉
の

運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と
は
、
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
実
務
の
研
修
を
受
け
た
者
を
い
う
。
 

（
中
略
）
 

３
．
当
直
課
長
は
、
第
２
項
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
表
１
３
－
２
に
定
め
る
人
数
の
者
を
主
機
運
転
員
以
上
の
者
の
中

か
ら
常
時
中
央
制
御
室
に
確
保
す
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
重
大
事
故
等
の
対
応
の
た
め
の
力
量
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
※
１
。
ま
た
、
安
全
・
防

災
室
長
は
、
重
大
事
故
等
の
対
応
を
行
う
要
員
と
し
て
、
表
１
３
－
３
に
定
め
る
人
数
を
常
時
確
保
す
る
。
 

（
中
略
）
 

９
．
所
長
は
、
第
６
項
、
第
８
項
の
判
断
を
行
っ
た
場
合
の
措
置
と
し
て
、
原
子
炉
の
運
転
中
は
、
原
子
炉
停
止

の
措
置
を
実
施
し
、
原
子
炉
の
停
止
中
は
、
原
子
炉
の
停
止
状
態
を
維
持
し
、
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
す
る
。
な

お
、
原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
炉
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
、
速
や
か
に
、
実
施
す
る
。
 

※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教

育
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

 表
１
３
－
１
 

 

中
央
制
御
室
名

 
 ３
号
炉
お
よ
び

 

４
号
炉
の
運
転
モ
ー
ド

 

Ｂ
中
央
制
御
室

 

（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）

 

原
子
炉
２
基
が
と
も
に
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
の
場
合
※
２
 

１
２
名
以
上
※
４
 

原
子
炉
１
基
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び

６
の
場
合
※
２
 

１
０
名
以
上
※
４
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期

間
の
場
合
※
２
※
３
 

８
名
以
上
※
４
 

※
２
：
複
数
の
運
転
モ
ー
ド
に
該
当
す
る
場
合
、
要
求
さ
れ
る
運
転
員
数
の
多
い
方
が
適
用
さ
れ
る
。

 

※
３
：
照
射
済
燃
料
移
動
中
も
含
む
（
以
下
、
同
じ
）
。
 

※
４
：
当
直
課
長
を
含
む
。
 

 表
１
３
－
２
 

 

中
央
制
御
室
名

 

３
号
炉
お
よ
び
 

４
号
炉
の
運
転
モ
ー
ド

 

Ｂ
中
央
制
御
室

 

（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）

 

原
子
炉
１
基
以
上
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
の
場
合
※
３
 

３
名
以
上
※
５
 

※
５
：
当
直
課
長
ま
た
は
当
直
主
任
を
含
む
主
機
運
転
員
以
上
。

 

            実
用
発
電
用
原
子

炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施
設

保
安
規
定
の
審
査

基
準
の
一
部
改
正

に
伴
う
変
更
 

（
以
下
、
同
じ
）
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

表
１
３
－
３

 

 

要
員
名
 

 ３
号
炉
お
よ
び
 

４
号
炉
の
運
転
モ
ー
ド

 

緊
急
時
対
策
本
部
要
員

 
緊
急
安
全
対
策
要
員
 

常
駐
 

原
子
炉
２
基
が
と
も
に
モ
ー
ド
１
、

２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
の
場
合
※
１
 

６
名
以
上
 

３
６
名
以
上
 

原
子
炉
１
基
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
の
場
合
※
１
 

３
３
名
以
上
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間
の
場
合
※
１
※
２
 

３
０
名
以
上
 

召
集
 

原
子
炉
１
基
以
上
が
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
の
場
合
※
２
 

１
０
名
以
上
 

－
 

※
１
：
複
数
の
運
転
モ
ー
ド
に
該
当
す
る
場
合
、
要
求
さ
れ
る
要
員
数
の
多
い
方
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
照
射
済
燃
料
移
動
中
も
含
む
（
以
下
、
同
じ
）
。
 

  

表
１
３
－
３

 

 

要
員
名

 

 ３
号
炉
お
よ
び
 

４
号
炉
の
運
転
モ
ー
ド
 

緊
急
時
対
策
本
部
要
員

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 

常
駐

 

原
子
炉
２
基
が
と
も
に
モ
ー
ド
１
、

２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
の
場
合
※
２

 

６
名
以
上

 

４
０
名
以
上
 

原
子
炉
１
基
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
の
場
合
※
２
 

３
５
名
以
上
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間
の
場
合
※
２
※
３
 

３
０
名
以
上
 

召
集

 

原
子
炉
１
基
以
上
が
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、
４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
の
場
合
※
３
 

１
０
名
以
上
 

－
 

 

     ３
，
４
号
炉
重
大

事
故
等
対
策
に
関

す
る
体
制
変
更
 

     記
載
の
適
正
化

 

（
表
１
３
－
１
に

て
既
に
注
記
内

容
記
載
済
の
た

め
本
表
下
部
よ

り
削
除
）
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変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
５
 
社
長
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以

下
、
「
重
大
事
故
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整

備
に
当
た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等
）
保
護
よ
り
も
安
全
を
優
先
す
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
定
め
る
。

 

２
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
添
付
３
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
示

す
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
等
に
つ
い
て
計
画
を
定
め
る
。

 

３
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
第
２
項
に
定
め
る
計
画
に
従
い
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
務
を
誠
実
か
つ
、
最
優
先
に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

 

４
．
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策

定
す
る
。
 

(
1
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配

置
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(a
)
 要
員
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

 

(b
)
 ３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
同
時
被
災
に
お
け
る
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

 

(
2
) 
(1
)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項
 

  

(a
)
 力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(
b)
 重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を

満
足
す
る
こ
と
お
よ
び
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
成
立
性
の
確

認
訓
練
（
以
下
、
「
成
立
性
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と

 

(
c)
 成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認

を
得
る
こ
と
 

(
d)
 成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と

 

(
3
) 
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
復
旧
作
業
お
よ

び
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
、
な
ら
び
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
 

５
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。）
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、

手
順
書
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施

基
準
」
に
従
う
と
と
も
に
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
す
る
際
の
切
替
え
の
容
易
性
を
配
慮
し
、
第
４

項
(1
) 
(
a
)の
役
割
に
応
じ
た
内
容
と
す
る
。
 

(1
)
 重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
)
 重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
)
 重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
５

 
社
長
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以

下
、
「
重
大
事
故
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整

備
に
当
た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等
）
保
護
よ
り
も
安
全
を
優
先
す
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
定
め
る
。

 

２
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
添
付
３
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
示

す
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職
務
等
に
つ
い
て
計
画
を
定
め
る
。

 

３
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
第
２
項
に
定
め
る
計
画
に
従
い
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
務
を
誠
実
か
つ
、
最
優
先
に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
 

４
．
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策

定
す
る
。

 

(
1)

 重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配

置
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(a
) 
要
員
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

 

(b
) 
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
同
時
被
災
に
お
け
る
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
2)

 (
1)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(a
)
 重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教

育
訓
練
を
実
施
す
る
※
１
こ
と

 

(b
) 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(c
)
 重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を

満
足
す
る
こ
と
お
よ
び
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
成
立
性
の
確

認
訓
練
（
以
下
、「
成
立
性
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と

 

(d
)
 成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認

を
得
る
こ
と
 

(e
)
 成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
 

(
3)

 重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
復
旧
作
業
お
よ

び
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
、
な
ら
び
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と

 

５
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、

手
順
書
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施

基
準
」
に
従
う
と
と
も
に
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
す
る
際
の
切
替
え
の
容
易
性
を
配
慮
し
、
第
４

項
(
1)

 (
a)
の
役
割
に
応
じ
た
内
容
と
す
る
。

 

(1
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

                 実
用
発
電
用
原
子

炉
及
び
そ
の
附
属
施

設
に
お
け
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
の
審
査
基
準
の
一

部
改
正
に
伴
う
変
更
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(4
)
 重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
停
止
時
に
お
け
る
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

６
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
４
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
４
項
（
１
）
の
要
員
に
第
５
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

７
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
６
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も

に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
安
全
・
防
災
室

長
は
、
第
４
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

８
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制

の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等

お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1
) 
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

 

(
2
) 
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と

 

９
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
８
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う

た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。

 

1
0．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
８
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価

の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

(4
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
停
止
時
に
お
け
る
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

６
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
４
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
４
項
（
１
）
の
要
員
に
第
５
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

７
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
６
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も

に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
安
全
・
防
災
室

長
は
、
第
４
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

８
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制

の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等

お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。

 

(
1)

 支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

 

(
2)

 支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と

 

９
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
８
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う

た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。

 

1
0．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
８
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価

の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

 ※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の

制
限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急

安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に

実
施
す
る
。
 

                 実
用
発
電
用
原
子

炉
及
び
そ
の
附
属
施

設
に
お
け
る
発
電
用

原
子
炉
施
設
保
安
規

定
の
審
査
基
準
の
一

部
改
正
に
伴
う
変
更
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（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
６

 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の

他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
り
原
子
炉
施
設
に
大
規
模
な
損
壊
が
生
じ
た
場
合
（
以
下
、「
大
規
模
損
壊
発
生
時
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含

む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規

模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の

配
置
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
2
) 
(1
)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項
 

  

(a
)
 力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
b)
 
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力

を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
（
以
下
、「
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。）
を
年

１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
c)
 (
b
)項
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得

る
こ
と
。

 

(
d)
 (
b)
項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

(
3
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材

の
配
備
に
関
す
る
こ
と
。

 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、
手
順
書
を
定
め
る
に
当
た

っ
て
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
う
。

 

(1
)
 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こ

と
。
 

(2
)
 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(3
)
 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(4
)
 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
お
よ
び
燃
料

体
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

(5
)
 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
１
項
（
１
）
の
要
員
に
第
２
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
３
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、

評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第

１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
。

 

５
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体

制
の
整
備
に
つ
い
て
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

 

第
１
８
条
の
６
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の

他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
り
原
子
炉
施
設
に
大
規
模
な
損
壊
が
生
じ
た
場
合
（
以
下
、
「
大
規
模
損
壊
発
生
時
」

と
い
う
。）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む

計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模

損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(1
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配

置
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

(1
)の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項

 

 
(
a)

 重
大
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の

教
育
訓
練
を
実
施
す
る
※
１
こ
と
。
 

(
b)

 力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。

 

(
c)

 
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を

満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
（
以
下
、「
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
年
１

回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。

 

(
d)

 (
c
)項
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る

こ
と
。
 

(
e)

 
(c
)
項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

(3
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の

配
備
に
関
す
る
こ
と
。

 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、
手
順
書
を
定
め
る
に
当
た
っ

て
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
う
。

 

(
1)

 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こ

と
。

 

(
2)

 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
3)

 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4)

 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
お
よ
び
燃
料

体
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
5)

 大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
１
項
（
１
）
の
要
員
に
第
２
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
３
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、

評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第

１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
。
 

５
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体

制
の
整
備
に
つ
い
て
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模

         実
用
発
電
用
原
子
炉

及
び
そ
の
附
属
施
設

に
お
け
る
発
電
用
原

子
炉
施
設
保
安
規
定

の
審
査
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
う
変
更

 

                      

9



 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

６
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
５
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め

に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

７
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
６
項
の
実
施
内
容
を
踏
ま
え
、
第
５
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的

に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

 

損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

６
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
５
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め

に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

７
．
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
第
６
項
の
実
施
内
容
を
踏
ま
え
、
第
５
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的

に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

 ※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の

制
限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
大
規
模
損
壊
対
応
で
用
い
る
化
学
消
防
自
動
車
の
設
置
も
し
く
は
改

造
す
る
場
合
、
当
該
設
備
の
使
用
を
開
始
す
る
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部

要
員
も
し
く
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の

体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。
 

      実
用
発
電
用
原
子
炉

及
び
そ
の
附
属
施
設

に
お
け
る
発
電
用
原

子
炉
施
設
保
安
規
定

の
審
査
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
う
変
更
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変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

（
運
転
員
の
確
保
）
 

第
１
５
２
条
 
発
電
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
。
な
お
、
原
子

炉
施
設
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
実
務
の
研
修
を
受
け
た

者
を
い
う
。
 

２
．
発
電
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
当
た
っ
て
第
１
項
で
定
め
る
者
の
中
か
ら
、
１
直
あ
た
り
表
１
５

２
に
定
め
る
人
数
の
者
を
そ
ろ
え
、
５
直
以
上
を
編
成
し
た
上
で
３
交
代
勤
務
を
行
わ
せ
る
。
特
別
な
事
情

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
連
続
し
て
２
４
時
間
を
超
え
る
勤
務
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
表
１
５
２

に
定
め
る
人
数
の
う
ち
、
１
名
は
当
直
課
長
と
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
は
、
第
２
項
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
１
名
以
上
を
常
時
中

央
制
御
室
に
確
保
す
る
。
 

 表
１
５
２

 

 

中
央
制
御
室
名

 

３
号
炉
お
よ
び
 

４
号
炉
の
運
転
モ
ー
ド

 

Ａ
中
央
制
御
室
※
１
 

（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
 

原
子
炉
２
基
が
と
も
に
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
の
場
合
※
２
 

１
０
名
以
上
※
３
※
４
 

原
子
炉
１
基
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
の
場
合
※
２
 

８
名
以
上
※
３
※
５
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
の
場
合
※
２
※
３
 

６
名
以
上
※
３
 

※
１
：
複
数
の
運
転
モ
ー
ド
に
該
当
す
る
場
合
、
要
求
さ
れ
る
運
転
員
数
の
多
い
方
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
照
射
済
燃
料
移
動
中
も
含
む
。

 

※
３
：
当
直
課
長
を
含
む
。

 

※
４
：
内
４
名
が
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
現
場
作
業
応
援
。

 

※
５
：
内
２
名
が
３
号
炉
ま
た
は
４
号
炉
現
場
作
業
応
援
。

 

（
運
転
員
の
確
保
）

 

第
１
５
２
条
 
発
電
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
。
な
お
、
原
子

炉
施
設
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
実
務
の
研
修
を
受
け
た

者
を
い
う
。
 

２
．
発
電
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
当
た
っ
て
第
１
項
で
定
め
る
者
の
中
か
ら
、
１
直
あ
た
り
６
名
以

上
を
そ
ろ
え
、
５
直
以
上
を
編
成
し
た
上
で
３
交
代
勤
務
を
行
わ
せ
る
。
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

連
続
し
て
２
４
時
間
を
超
え
る
勤
務
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
６
名
以
上
の
う
ち
、
１
名
は
当
直

課
長
と
す
る
。

 

３
．
当
直
課
長
は
、
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
は
、
第
２
項
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
１
名
以
上
を
常
時
中

央
制
御
室
に
確
保
す
る
。
 

  

    ３
，
４
号
炉
重
大
事
故

等
対
策
に
関
す
る
体

制
変
更

 

（
以
下
、
同
じ
）
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

  
 附

 
則
（

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
平
成
２
６
原
安
管
通
達
第
４
号
－

 
 
）

 

 （
施
行
期
日
）

 

第
 
１

 
条

 
こ
の
通
達
は
、

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

 ・
こ
の
規
定
は
、
原

子
力
規
制
委
員
会

の
認
可
を
受
け
た

日
を
改
正
日
と
す

る
。

 

・
こ
の
規
定
は
、
原

子
力
規
制
委
員
会

の
認
可
を
受
け
た

日
よ
り
起
算
し
、

１
０
日
を
超
え
な

い
範
囲
で
施
行
す

る
。

 

 

12



 

大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準

 

 

本
「
実
施
基
準
」
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
も
し
く
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合

 

ま
た
は
大
規
模
な
自
然
災
害
も
し
く
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る

 

原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
が
発
生
し
た
場
合
に
対
処
し
う
る
体
制
を
維
持
管
理
し
て
い
く
た
め
の
実

 

施
内
容
に
つ
い
て
定
め
る
。
 

ま
た
、
重
大
事
故
等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
の
運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
表
－

 

１
か
ら
表
－
１
９
に
定
め
る
。
な
お
、
多
様
性
拡
張
設
備
を
使
用
し
た
運
用
手
順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳

 

細
な
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
社
内
標
準
に
定
め
る
。

 

 （
略
）
 

 

１
．
１
  
体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

 

(1
)
 体
制
の
整
備

 

ア
 
所
長
は
、
以
下
に
示
す
重
大
事
故
等
対
策
を
実
施
す
る
実
施
組
織
お
よ
び
そ
の
支
援
組
織
の
役

 

割
分
担
お
よ
び
責
任
者
な
ど
を
社
内
標
準
に
定
め
、
効
果
的
な
重
大
事
故
等
対
策
を
実
施
し
得
る

 

体
制
を
確
立
す
る
。

 

 （
略
）
 

 

(
ｽ
) 
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
速
や
か
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
要
員
と
し
て
、
第

1
3 

条
に
規
定
す
る
運
転
員
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
つ
い
て
、
以

 

下
の
と
お
り
役
割
お
よ
び
人
数
を
割
り
当
て
確
保
す
る
。
 

ａ
 
原
子
力
防
災
組
織
の
統
括
管
理
お
よ
び
全
体
指
揮
を
行
う
全
体
指
揮
者
、
原
子
炉
毎
の
指

 

揮
を
行
う
ユ
ニ
ッ
ト
指
揮
者
、
原
子
炉
毎
の
通
報
連
絡
を
行
う
通
報
連
絡
者
な
ら
び
に
各
重

 

大
事
故
等
対
策
に
係
る
現
場
で
の
調
整
を
行
う
現
場
調
整
者
の
緊
急
時
対
策
本
部
要
員

6
名
、

 

運
転
操
作
指
揮
を
行
う
当
直
課
長
、
当
直
主
任
お
よ
び
運
転
操
作
対
応
を
行
う
運
転
員

1
2
名
 

（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合

 

は
1
0
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

8 

名
）
、
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
運
転
員

1
0
名
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原

 

子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

8
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉

 

容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

6
名
）
、
運
転
支
援
活
動
、
電
源
確
保
活
動
、

 

給
水
活
動
、
設
備
対
応
、
消
防
活
動
お
よ
び
ガ
レ
キ
除
去
活
動
を
行
う
緊
急
安
全
対
策
要
員

 

3
6
名
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
 

場
合
は

3
3
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合

 

は
3
0
名
）
の
計

6
4
名
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
 

荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

57
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ

 

れ
て
い
な
い
場
合
は

50
名
）
な
ら
び
に
被
災
後

6
時
間
以
内
を
目
途
と
し
て
参
集
し
、
発
電

 

所
対
策
本
部
の
各
班
の
活
動
を
行
う
緊
急
時
対
策
本
部
要
員

1
0
名
（
以
下
「
召
集
要
員
」
と

 

い
う
。
）
の
合
計

74
名
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装

 

荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

67
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ

 

れ
て
い
な
い
場
合
は

60
名
）
を
確
保
す
る
。
 

 
な
お
、
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
運
転
員

10
名
の
う
ち
、

4
名
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉

 

の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

2
名
）
が
３
号
炉
お
よ

 

び
４
号
炉
現
場
作
業
応
援
を
行
う
。

 

 

重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
 

 

本
「
実
施
基
準
」
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
も
し
く
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合

 

ま
た
は
大
規
模
な
自
然
災
害
も
し
く
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る

 

原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
が
発
生
し
た
場
合
に
対
処
し
う
る
体
制
を
維
持
管
理
し
て
い
く
た
め
の
実

 

施
内
容
に
つ
い
て
定
め
る
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
の
運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
表
－

 

１
か
ら
表
－
１
９
に
定
め
る
。
な
お
、
多
様
性
拡
張
設
備
を
使
用
し
た
運
用
手
順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳

 

細
な
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

 （
略
）
 

 

１
．
１

  
体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備
 

(1
) 
体
制
の
整
備
 

ア
 
所
長
は
、
以
下
に
示
す
重
大
事
故
等
対
策
を
実
施
す
る
実
施
組
織
お
よ
び
そ
の
支
援
組
織
の
役

 

割
分
担
お
よ
び
責
任
者
な
ど
を
社
内
標
準
に
定
め
、
効
果
的
な
重
大
事
故
等
対
策
を
実
施
し
得
る

 

体
制
を
確
立
す
る
。

 

 （
略
）
 

  
(ｽ

)
 
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
速
や
か
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
要
員
と
し
て
、
第

13
 

条
に
規
定
す
る
運
転
員
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
つ
い
て
、
以

 

下
の
と
お
り
役
割
お
よ
び
人
数
を
割
り
当
て
確
保
す
る
。

 

ａ
 
原
子
力
防
災
組
織
の
統
括
管
理
お
よ
び
全
体
指
揮
を
行
う
全
体
指
揮
者
、
原
子
炉
毎
の
指

 

揮
を
行
う
ユ
ニ
ッ
ト
指
揮
者
、
原
子
炉
毎
の
通
報
連
絡
を
行
う
通
報
連
絡
者
な
ら
び
に
各
重

 

大
事
故
等
対
策
に
係
る
現
場
で
の
調
整
を
行
う
現
場
調
整
者
の
緊
急
時
対
策
本
部
要
員

6
名
、
 

運
転
操
作
指
揮
を
行
う
当
直
課
長
、
当
直
主
任
お
よ
び
運
転
操
作
対
応
を
行
う
運
転
員

1
2
名

 

（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

は
10
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

8 

名
）
、
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
運
転
員

2
名
、
運
転
支
援
活
動
、
電
源
確
保
活
動
、
給
水
 

活
動
、
設
備
対
応
、
消
防
活
動
お
よ
び
ガ
レ
キ
除
去
活
動
を
行
う
緊
急
安
全
対
策
要
員

4
0
名

 

（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

は
35
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

 

3
0
名
）
の
計

6
0
名
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷

 

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

5
3
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ

 

て
い
な
い
場
合
は

46
名
）
な
ら
び
に
被
災
後

6
時
間
以
内
を
目
途
と
し
て
参
集
し
、
発
電
所

 

対
策
本
部
の
各
班
の
活
動
を
行
う
緊
急
時
対
策
本
部
要
員

1
0
名
（
以
下
「
召
集
要
員
」
と
い
 

う
。
）
の
合
計

70
名
（
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
う
ち

1
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷

 

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

6
3
名
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ

 

て
い
な
い
場
合
は

56
名
）
を
確
保
す
る
。

 

  

な
お
、
上
記
と
は
別
に
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
対
応
を
行
う
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
 

運
転
員

4
名
を
確
保
す
る
。
 

 

                        ３
，
４
号
炉
重
大
事

故
等
対
策
に
関
す
る

体
制
変
更

 

(
以
下
、
同
じ

) 

     ３
，
４
号
炉
重
大
事

故
等
対
策
に
関
す
る

体
制
変
更
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

ｂ
 
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
運
転
支
援
活
動
を
行
う
も
の
を
除
く
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部

 

要
員
は
、
緊
急
時
対
策
所
に
参
集
し
、
通
報
連
絡
、
給
水
活
動
お
よ
び
電
源
確
保
等
の
各
要
 

員
の
任
務
に
応
じ
た
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
運
転
支
援
活
動
を
行

 

う
者
）
は
、
運
転
員
か
ら
の
連
絡
を
受
け
、
各
現
場
で
の
対
応
を
行
う
。

 

ｃ
 
高
線
量
下
の
対
応
に
お
い
て
も
、
当
社
社
員
お
よ
び
協
力
会
社
社
員
を
含
め
要
員
を
確
保
 

す
る
。
 

ｄ
 
病
原
性
の
高
い
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
同
様
に
危
険
性
の
あ
る
新
感
染
症
等
が
発
生
し
、
 

第
1
3
条
に
規
定
す
る
所
定
の
重
大
事
故
等
対
策
要
員
（
運
転
員
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
お
よ

 

び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
に
て
構
成
さ
れ
る
。
以
下
同
じ
。）
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
休

 

日
、
時
間
外
（
夜
間
）
を
含
め
重
大
事
故
等
対
策
要
員
の
補
充
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
よ

 

う
な
事
態
に
備
え
た
重
大
事
故
等
対
策
要
員
の
体
制
に
係
る
管
理
を
行
う
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
対
策
要
員
の
補
充
の
見
込
み
が
立
た
な
い
場
合
は
、
所
長
に
連
絡
す

 

る
と
と
も
に
、
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
を
実
施
し
、
確
保
で
き
る
重
大
事
故
等
対
策
要
員
で
、

 

安
全
が
確
保
で
き
る
原
子
炉
の
運
転
状
態
に
移
行
す
る
。
 

(
ｾ
) 
休
日
、
時
間
外
（
夜
間
）
を
含
め
て
必
要
な
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
を
非
常
召
集
で
き
る
よ

 

う
、
定
期
的
に
通
報
連
絡
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

(
ｿ
) 
実
施
組
織
お
よ
び
支
援
組
織
が
実
効
的
に
活
動
す
る
た
め
の
以
下
の
施
設
お
よ
び
設
備
等
に
 

つ
い
て
管
理
す
る
。
 

ａ
 
支
援
組
織
が
、
必
要
な
プ
ラ
ン
ト
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
確
認
す
る
た
め
の
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ

 

表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
、
発
電
所
内
外
に
通
信
連
絡
を

 

行
い
関
係
箇
所
と
連
携
を
図
る
た
め
の
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信

 

連
絡
設
備
等
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
含
む
。）
を
備
え
た
緊
急
時
対
策
所
 

ｂ
 
実
施
組
織
が
中
央
制
御
室
、
緊
急
時
対
策
所
お
よ
び
現
場
と
の
連
携
を
図
り
作
業
内
容
お

 

よ
び
現
場
状
況
の
情
報
共
有
を
実
施
す
る
た
め
の
携
行
型
通
話
装
置
等

 

組
織
へ
必
要
に
応
じ
て
応
援
を
要
請
し
、
技
術
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
体
制

を
整
備
す
る
。

 

ま
た
、
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
原
子
力
設
備
班
を
統
括
す
る
。

 

 ウ
 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
原
子
炉
格
納
容
器
の
設
計
圧

力
お
よ
び
温
度
に
近
い
状
態
が
継
続
す
る
場
合
等
、
重
大
事
故
等
発
生
後
の
中
長
期

的
な
対
応
が
必
要
と
な
る
場
合
に
備
え
て
、
社
内
外
の
関
係
各
所
と
連
携
し
、
適
切

か
つ
効
果
的
な
対
応
を
検
討
で
き
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 

ま
た
、
機
能
喪
失
し
た
設
備
の
保
守
を
実
施
す
る
た
め
の
放
射
線
量
低
減
お
よ
び

放
射
性
物
質
を
含
ん
だ
汚
染
水
が
発
生
し
た
際
の
汚
染
水
の
処
理
等
の
事
態
収
束
活

動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
時
か
ら
必
要
な
協
力
活
動
体
制
を
継
続
し
て
構
築

す
る
。
 

 

ｂ
 
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
運
転
支
援
活
動
を
行
う
も
の
を
除
く
）
お
よ
び
緊
急
時
対
策
本
部

 

要
員
は
、
緊
急
時
対
策
所
に
参
集
し
、
通
報
連
絡
、
給
水
活
動
お
よ
び
電
源
確
保
等
の
各
要
 

員
の
任
務
に
応
じ
た
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
運
転
支
援
活
動
を
行
 

う
者
）
は
、
運
転
員
か
ら
の
連
絡
を
受
け
、
各
現
場
で
の
対
応
を
行
う
。

 

ｃ
 
高
線
量
下
の
対
応
に
お
い
て
も
、
当
社
社
員
お
よ
び
協
力
会
社
社
員
を
含
め
要
員
を
確
保

 

す
る
。
 

ｄ
 
病
原
性
の
高
い
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
同
様
に
危
険
性
の
あ
る
新
感
染
症
等
が
発
生
し
、
 

第
13
条
に
規
定
す
る
所
定
の
重
大
事
故
等
対
策
要
員
（
運
転
員
、
緊
急
安
全
対
策
要
員
お
よ

 

び
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
に
て
構
成
さ
れ
る
。
以
下
同
じ
。）
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
休

 

日
、
時
間
外
（
夜
間
）
を
含
め
重
大
事
故
等
対
策
要
員
の
補
充
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
よ
 

う
な
事
態
に
備
え
た
重
大
事
故
等
対
策
要
員
の
体
制
に
係
る
管
理
を
行
う
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
対
策
要
員
の
補
充
の
見
込
み
が
立
た
な
い
場
合
は
、
所
長
に
連
絡
す

 

る
と
と
も
に
、
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
を
実
施
し
、
確
保
で
き
る
重
大
事
故
等
対
策
要
員
で
、

 

安
全
が
確
保
で
き
る
原
子
炉
の
運
転
状
態
に
移
行
す
る
。
 

(
ｾ)

 
休
日
、
時
間
外
（
夜
間
）
を
含
め
て
必
要
な
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
を
非
常
召
集
で
き
る
よ

 

う
、
定
期
的
に
通
報
連
絡
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

(
ｿ)

 
実
施
組
織
お
よ
び
支
援
組
織
が
実
効
的
に
活
動
す
る
た
め
の
以
下
の
施
設
お
よ
び
設
備
等
に

 

つ
い
て
管
理
す
る
。

 

ａ
 
支
援
組
織
が
、
必
要
な
プ
ラ
ン
ト
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
確
認
す
る
た
め
の
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ

 

表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
、
発
電
所
内
外
に
通
信
連
絡
を

 

行
い
関
係
箇
所
と
連
携
を
図
る
た
め
の
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信

 

連
絡
設
備
等
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
含
む
。
）
を
備
え
た
緊
急
時
対
策
所

 

ｂ
 
実
施
組
織
が
中
央
制
御
室
、
緊
急
時
対
策
所
お
よ
び
現
場
と
の
連
携
を
図
り
作
業
内
容
お

 

よ
び
現
場
状
況
の
情
報
共
有
を
実
施
す
る
た
め
の
携
行
型
通
話
装
置
等

 

組
織
へ
必
要
に
応
じ
て
応
援
を
要
請
し
、
技
術
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
体
制
を

整
備
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
原
子
力
設
備
班
を
統
括
す
る
。

 

 ウ
 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
原
子
炉
格
納
容
器
の
設
計
圧
力
お

よ
び
温
度
に
近
い
状
態
が
継
続
す
る
場
合
等
、
重
大
事
故
等
発
生
後
の
中
長
期
的
な
対
応

が
必
要
と
な
る
場
合
に
備
え
て
、
社
内
外
の
関
係
各
所
と
連
携
し
、
適
切
か
つ
効
果
的
な

対
応
を
検
討
で
き
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 

ま
た
、
機
能
喪
失
し
た
設
備
の
保
守
を
実
施
す
る
た
め
の
放
射
線
量
低
減
お
よ
び
放
射

性
物
質
を
含
ん
だ
汚
染
水
が
発
生
し
た
際
の
汚
染
水
の
処
理
等
の
事
態
収
束
活
動
を
円

滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
時
か
ら
必
要
な
協
力
活
動
体
制
を
継
続
し
て
構
築
す
る
。
 

 

 変
更
な
し
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

 

(2
)
 教
育
訓
練
の
実
施
 

                 

ア
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
 

所
長
室
長
は
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
す
る
。
 

各
課
（
室
）
長
は
、
運
転
員
（
当
直
員
）、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安

全
対
策
要
員
に
対
し
て
、
事
象
の
種
類
お
よ
び
事
象
の
進
展
に
応
じ
て
的
確
か
つ
柔

軟
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
力
量
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
以
下
の
教
育
訓
練

に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。
 

（
中
略
）

 

 

イ
 
成
立
性
の
確
認
訓
練
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

（
中
略
）

 

 

 

 (2
) 
教
育
訓
練
の
実
施
 

ア
 
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
 

各
課
（
室
）
長
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大

事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
日
（
使
用
前
検
査
終
了
日

等
）
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急
安
全

対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入

る
ま
で
に
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

(
ｱ)

 
 各
課
（
室
）
長
は
、
表
－
１
か
ら
表
－
１
９
に
記
載
し
た
対
応
手
段
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
と
す
る
手
順
に
つ
い
て
、「
ウ

 
成
立
性
の
確
認
訓
練
」
の
要
素
を
考
慮
し
た

教
育
訓
練
項
目
を
定
め
、
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安

全
対
策
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。
 

(
ｲ)

 
 安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発
電
室
長
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
ま
た
は
改

造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
日

（
使
用
前
検
査
終
了
日
等
）
ま
で
に
、
成
立
性
確
認
訓
練
（
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性

評
価
の
成
立
性
確
認
）
お
よ
び
成
立
性
確
認
訓
練
の
要
素
等
を
考
慮
し
た
確
認
方
法
に

よ
り
、
力
量
の
付
与
方
法
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。

 

 

 

イ
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
 

所
長
室
長
は
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
す
る
。

 

各
課
（
室
）
長
は
、
運
転
員
（
当
直
員
）、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対

策
要
員
に
対
し
て
、
事
象
の
種
類
お
よ
び
事
象
の
進
展
に
応
じ
て
的
確
か
つ
柔
軟
に
対
処

す
る
た
め
に
必
要
な
力
量
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
社

内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

（
中
略
）

 

 

ウ
 
成
立
性
の
確
認
訓
練

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

（
中
略
）

 

 

 実
用
発
電
用
原
子

炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施
設

保
安
規
定
の
審
査

基
準
の
一
部
改
正

に
伴
う
変
更

 

（
以
下
、
同
じ
）
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

表
－
２
０

 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
１
／
９
）

 

操
作

手
順

N
o.
 

対
応
手
段

 
要
員
 

要
員
数

 
想
定

 

時
間

 

１
 

（
成
立
性
が
要
求
さ
れ
る
対
応
手
段
な

し
）
 

―
 

―
 

―
 

２
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
現
場

手
動
操
作
）
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
起
動
弁
（
現
場

手
動
操
作
）
に
よ
る
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
回
復

 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

5 
4
5
分

 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
現
場
手
動
操
作
）
に

よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 

N
o
.３
に
て
整
備
す
る
。
 

３
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
現
場

手
動
操
作
）
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
起
動
弁
（
現
場

手
動
操
作
）
に
よ
る
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
回
復

 

N
o
.２
に
て
整
備
す
る
。
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
現
場
手
動
操
作
）
に

よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

5 
3
0
分

 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供
給

用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回

復
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2 
4
5
分

 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代
替
制
御
用
空
気

供
給
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機

能
回
復
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2 
5
5
分

 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁

用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回

復
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2 
6
5
分

 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
2 

４
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2 
2
0
分

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

4 
3
0
分

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
）

 
1 

4
時
間

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

1
2 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
再
循
環
運
転
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2 
1
5
分

 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

表
－
２
０

 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
１
／
９
）

 

操
作

手
順

N
o.
 

対
応
手
段

 
要
員
 

要
員
数

 
想
定

 

時
間

 

１
 

（
成
立
性
が
要
求
さ
れ
る
対
応
手
段
な

し
）
 

―
 

―
 

―
 

２
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
現
場

手
動
操
作
）
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
起
動
弁
（
現
場

手
動
操
作
）
に
よ
る
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
回
復

 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
5 

4
5
分

 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
現
場
手
動
操
作
）
に

よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復

 
No

.３
に
て
整
備
す
る
。
 

３
 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
（
現
場

手
動
操
作
）
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
起
動
弁
（
現
場

手
動
操
作
）
に
よ
る
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
回
復

 

No
.２
に
て
整
備
す
る
。
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
現
場
手
動
操
作
）
に

よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
※
１
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
5 

3
0
分

 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供
給

用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回

復
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2 

5
5
分

 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代
替
制
御
用
空
気

供
給
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機

能
回
復
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2 

5
5
分

 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧
器
逃
が
し
弁

用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回

復
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2 

6
5
分

 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
2 

４
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水

 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2 

2
0
分

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
4 

3
0
分

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水

 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
）
 

1 

4
時
間

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
1
2 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
再
循
環
運
転
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2 

1
5
分

 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

               ３
，
４
号
炉
重
大
事

故
等
対
策
に
関
す
る

体
制
変
更
（
要
員
振

替
に
よ
る
待
機
場
所

の
変
更
に
伴
う
操
作

の
想
定
時
間
の
見
直

し
）
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

表
－
２
０

 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
３
／
９
）

 

操
作

手
順

N
o.
 

対
応
手
段

 
要
員
 

要
員
数
 
想
定

 

時
間

 

７
 

Ａ
、
Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ

る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
※
１
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2
 

6
0
分

 

緊
急
安
全
対
策
要
員
 

1
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

N
o.
６
に
て
整
備
す
る
。

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
N
o.
６
に
て
整
備
す
る
。

 

大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
Ａ
、
Ｄ
格
納
容

器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器

内
自
然
対
流
冷
却
※
１
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
）
 

1
 

8
時
間

 
緊
急
安
全
対
策
要
員
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2
0
 

８
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
3
 

3
0
分

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
）
 

1
 

4
時
間

 
緊
急
安
全
対
策
要
員
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
1
2
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水
 

N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
※
１
 

N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水
 

N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

B
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水
 

N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

９
 

可
搬
型
格
納
容
器
水
素
ガ
ス
濃
度
計
※
１
 
運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2
 

5
0
分

 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

 

表
－
２
０

 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
３
／
９
）

 

操
作

手
順

N
o.
 

対
応
手
段
 

要
員

 
要
員
数
 
想
定

 

時
間

 

７
 

Ａ
、
Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ

る
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2 
6
0
分
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
1 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

N
o.
６
に
て
整
備
す
る
。

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 
N
o.
６
に
て
整
備
す
る
。

 

大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
Ａ
、
Ｄ
格
納
容

器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器

内
自
然
対
流
冷
却
※
１
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
）

 
1 

8
時
間

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2
0 

８
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

3 
3
0
分
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

 

運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
）

 
1 

4
時
間

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

1
2 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水

 

N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代

替
炉
心
注
水
※
１
 

N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水

 
N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

B
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水

 
N
o.
４
に
て
整
備
す
る
。

 

９
 

可
搬
型
格
納
容
器
水
素
ガ
ス
濃
度
計
※
１
 
運
転
員
等

 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2 
6
0
分
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

 

                         ３
，
４
号
炉
重
大
事

故
等
対
策
に
関
す
る

体
制
変
更
（
要
員
振

替
に
よ
る
待
機
場
所

の
変
更
に
伴
う
操
作

の
想
定
時
間
の
見
直

し
）

 

17



 

大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

表
－
２
０

 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
４
／
９
）

 

操
作

手
順

N
o.
 

対
応
手
段

 
要
員
 

要
員
数

 
想
定
 

時
間
 

１
０

 

水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
設

備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設
直
流
電

源
が
喪
失
し
た
場
合
の
操
作
手
順
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供
給

用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
設
備

の
運
転
※
１
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2
 

45
分

 

水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
設

備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設
直
流
電

源
が
喪
失
し
た
場
合
の
操
作
手
順
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代
替
制
御
用
空
気

供
給
用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化

設
備
の
運
転
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）
 

2
 

55
分

 

１
１

 

海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注

水
※
１
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
5
 

2.
7
時
間

 

送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
7
 

2
時
間

 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お
よ
び
放

水
砲
に
よ
る
原
子
炉
周
辺
建
屋
（
貯
蔵
槽

内
燃
料
体
等
）
へ
の
放
水

 

N
o.
１
２
に
て
整
備
す
る
。

 

（
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お
よ
び
放
水
砲
に
よ

る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
と
同
様
）
 

可
搬
型
設
備
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
の
状
態
監
視
※
１
 

緊
急
安
全
対
策
要
員
 

4
 

2
時
間

 

１
２

 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お
よ
び
放

水
砲
に
よ
る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 
1
2 

3.
5
時
間

 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
に
よ
る
海
洋
へ
の
拡

散
抑
制

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 
1
2 

4
時
間

 

送
水
車
お
よ
び
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
に
よ

る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
7
 

2
時
間

 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
、
放
水
砲

お
よ
び
泡
混
合
器
に
よ
る
航
空
機
燃
料

火
災
へ
の
泡
消
火
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
1
2 

3.
5
時
間

 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

表
－
２
０

 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
４
／
９
）

 

操
作

手
順

N
o.
 

対
応
手
段
 

要
員

 
要
員
数
 

想
定
 

時
間
 

１
０

 

水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
設

備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設
直
流
電

源
が
喪
失
し
た
場
合
の
操
作
手
順

 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供
給

用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
設
備

の
運
転
※
１
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2
 

55
分
 

水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
設

備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設
直
流
電

源
が
喪
失
し
た
場
合
の
操
作
手
順

 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代
替
制
御
用
空
気

供
給
用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化

設
備
の
運
転
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御
室
、
現
場
）

 
2
 

55
分
 

１
１

 

海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注

水
※
１
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
5
 

2.
7
時
間

 

送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ
レ
イ
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
7
 

2
時
間

 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お
よ
び
放

水
砲
に
よ
る
原
子
炉
周
辺
建
屋
（
貯
蔵
槽

内
燃
料
体
等
）
へ
の
放
水

 

No
.１
２
に
て
整
備
す
る
。

 

（
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お
よ
び
放
水
砲
に
よ

る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
と
同
様
）

 

可
搬
型
設
備
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
の
状
態
監
視
※
１
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
4
 

2
時
間

 

１
２

 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お
よ
び
放

水
砲
に
よ
る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 
1
2
 

3.
5
時
間

 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
に
よ
る
海
洋
へ
の
拡

散
抑
制
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
1
2
 

4
時
間

 

送
水
車
お
よ
び
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
に
よ

る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制

 
緊
急
安
全
対
策
要
員

 
7
 

2
時
間

 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
、
放
水
砲

お
よ
び
泡
混
合
器
に
よ
る
航
空
機
燃
料

火
災
へ
の
泡
消
火
 

緊
急
安
全
対
策
要
員

 
1
2
 

3.
5
時
間

 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

     ３
，
４
号
炉
重
大
事

故
等
対
策
に
関
す
る

体
制
変
更
（
要
員
振

替
に
よ
る
待
機
場
所

の
変
更
に
伴
う
操
作

の
想
定
時
間
の
見
直

し
）
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

２
．
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対

 
応
に
お
け
る
事
項

 

 (1
)
 安
全
・
防
災
室
長
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

 

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
（
以
下
、「
大
規
模
損
壊
」
と
い
う
。
）

 

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、

 

次
の
２
．
１
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

 

ま
た
、
各
課
（
室
）
長
は
、
計
画
に
基
づ
き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

 

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。

 

(2
)
 各
課
（
室
）
長
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

 

う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
２
．
２
項
に
示
す
手
順
を
整
備
し
、
２
．
１

(1
)
の
要
員
に
こ
の
手

 

順
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

(3
)
 原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、

 

次
の
２
．
１
項
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関

 

す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。

 

 ２
．
１

 
体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
に
つ
い

 

て
、
以
下
に
示
す
と
お
り
、
組
織
が
最
も
有
効
に
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
通
常
の
緊
急
時
対
策

 

本
部
の
体
制
を
基
本
と
し
つ
つ
、
通
常
と
は
異
な
る
対
応
が
必
要
と
な
る
状
況
に
お
い
て
も
流
動

 

性
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
こ
と
な
ど
を
社
内
標
準
に
定
め
、
体
制
を
確
立
す
る
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
を
超
え
る
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
た
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
対
応
手
順
に

 

し
た
が
っ
て
活
動
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
、
中
央
制
御
室
が
機
能
喪
失
す
る
よ
う
な
通
常
と
は

 

異
な
る
体
制
で
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
教
育
訓
練
を
実
施
し
、

 

体
制
を
確
立
す
る
。

 

 

(1
)
 体
制
の
整
備

 

原
子
力
防
災
管
理
者
は
、
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
の
よ
う
な

 

原
子
力
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は
発
生
し
た
場
合
に
、
事
故
原
因
の
除
去
な

 

ら
び
に
原
子
力
災
害
の
拡
大
防
止
お
よ
び
緩
和
そ
の
他
の
必
要
な
活
動
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施

 

す
る
た
め
、
第
１
２
６
条
に
定
め
る
通
常
の
原
子
力
防
災
組
織
の
体
制
を
基
本
と
す
る
原
子
力

 

防
災
組
織
を
設
置
し
、
発
電
所
に
緊
急
時
対
策
本
部
の
体
制
を
整
え
る
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
の
よ
う
な
原
子
力
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
速
や

 

か
に
対
応
を
行
う
た
め
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

 

場
合
に
お
け
る
時
間
外
、
休
日
（
夜
間
）
に
お
い
て
も
発
電
所
内
に
「
添
付
３

 
１
．
１

(1
)
体
制

 

の
整
備
」
で
確
保
す
る
消
火
活
動
要
員

7
名
を
含
む
重
大
事
故
等
対
策
要
員

64
名
（
３
号
炉
お

 

よ
び
４
号
炉
の
う
ち
１
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

57
名
、
３
号

 

炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

50
名
）
を
確
保
し
、

 

大
規
模
損
壊
の
発
生
に
よ
り
中
央
制
御
室
（
運
転
員
（
当
直
員
）
を
含
む
。）
が
機
能
し
な
い
場
合

 

に
お
い
て
も
、
対
応
で
き
る
よ
う
体
制
を
確
立
す
る
。

 
  
さ
ら
に
、
発
電
所
構
内
に
常
時
確
保
す
る
対
応
要
員
に
よ
り
当
面
の
間
は
事
故
対
応
を
行
え
る
よ
う

体
制
を
整
え
る
。
 

２
．
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対

 

応
に
お
け
る
事
項

 

 (1
)
 安
全
・
防
災
室
長
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

 

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
（
以
下
、
「
大
規
模
損
壊
」
と
い
う
。
）

 

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、

 

次
の
２
．
１
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

 

ま
た
、
各
課
（
室
）
長
は
、
計
画
に
基
づ
き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

 

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。

 

(2
)
 各
課
（
室
）
長
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う

 

体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
２
．
２
項
に
示
す
手
順
を
整
備
し
、
２
．
１

(
1)
の
要
員
に
こ
の
手

 

順
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

(3
)
 原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、

 

次
の
２
．
１
項
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関

 

す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。

 

 ２
．
１

 
体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
に
つ
い

 

て
、
以
下
に
示
す
と
お
り
、
組
織
が
最
も
有
効
に
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
通
常
の
緊
急
時
対
策

 

本
部
の
体
制
を
基
本
と
し
つ
つ
、
通
常
と
は
異
な
る
対
応
が
必
要
と
な
る
状
況
に
お
い
て
も
流
動

 

性
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
こ
と
な
ど
を
社
内
標
準
に
定
め
、
体
制
を
確
立
す
る
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
を
超
え
る
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
た
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
対
応
手
順
に

 

し
た
が
っ
て
活
動
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
、
中
央
制
御
室
が
機
能
喪
失
す
る
よ
う
な
通
常
と
は

 

異
な
る
体
制
で
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
教
育
訓
練
を
実
施
し
、

 

体
制
を
確
立
す
る
。

 

 

(1
)
 体
制
の
整
備

 

原
子
力
防
災
管
理
者
は
、
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
の
よ
う
な

 

原
子
力
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は
発
生
し
た
場
合
に
、
事
故
原
因
の
除
去
な

 

ら
び
に
原
子
力
災
害
の
拡
大
防
止
お
よ
び
緩
和
そ
の
他
の
必
要
な
活
動
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実

 

施
す
る
た
め
、
第
１
２
６
条
に
定
め
る
通
常
の
原
子
力
防
災
組
織
の
体
制
を
基
本
と
す
る
原
子
力

 

防
災
組
織
を
設
置
し
、
発
電
所
に
緊
急
時
対
策
本
部
の
体
制
を
整
え
る
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
の
よ
う
な
原
子
力
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
速

 

や
か
に
対
応
を
行
う
た
め
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

 

場
合
に
お
け
る
時
間
外
、
休
日
（
夜
間
）
に
お
い
て
も
発
電
所
内
に
「
添
付
３

 
１
．
１

(1
)体
制

 

の
整
備
」
で
確
保
す
る
消
火
活
動
要
員

7
名
を
含
む
重
大
事
故
等
対
策
要
員

6
0
名
（
３
号
炉
お

 

よ
び
４
号
炉
の
う
ち
１
つ
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

5
3
名
、
３
号

 

炉
お
よ
び
４
号
炉
の
原
子
炉
容
器
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は

46
名
）
を
確
保
し
、

 

大
規
模
損
壊
の
発
生
に
よ
り
中
央
制
御
室
（
運
転
員
（
当
直
員
）
を
含
む
。）
が
機
能
し
な
い
場
合

 

に
お
い
て
も
、
対
応
で
き
る
よ
う
体
制
を
確
立
す
る
。

 

な
お
、
上
記
と
は
別
に
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
対
応
を
行
う
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
運
転

 

員
4
名
を
確
保
す
る
。

 

さ
ら
に
、
発
電
所
構
内
に
常
時
確
保
す
る
対
応
要
員
に
よ
り
当
面
の
間
は
事
故
対
応
を
行
え
る
よ
う

体
制
を
整
え
る
。
 

                             ３
，
４
号
炉
重
大
事

故
等
対
策
に
関
す
る

体
制
変
更
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大
飯
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
第

 
 
次
改
正
）
 

 

変
 

 
更

 
 
前

 
変

 
 
更

 
 
後

 
理

 
 
由

 

(2
)要
員
へ
の
教
育
訓
練
の
実
施

 

各
課
（
室
）
長
は
、
「
添
付
３

 
1.

1(
2)
教
育
訓
練
の
実
施
」
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
策
に
て
実
施
す
る
教
育
訓

練
を
基
に
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
各
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
必
要
と
な
る
力
量
を

維
持
向
上
す
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。

 

ま
た
、
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場
合
を
想
定
し
た
指
揮
者
等
の
個
別
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

さ
ら
に
、
要
員
の
役
割
に
応
じ
て
付
与
さ
れ
る
力
量
に
加
え
、
流
動
性
を
も
っ
て
対
応
で
き
る
よ
う
な
力
量
を
確
保
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
期
待
す
る
要
員
以
外
の
要
員
で
も
対
応
で
き
る
よ
う
教
育
訓
練
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
教
育

内
容
に
つ
い
て
も
充
実
を
図
る
。

 

                ア
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
 

所
長
室
長
は
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
す
る
。

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
全
体
指
揮
を
行
う
全
体
指
揮
者
お
よ
び
原
子
炉
毎
の
指
揮
を

行
う
指
揮
者
な
ら
び
に
通
報
連
絡
を
行
う
通
報
連
絡
者
（
以
下
(
2)
に
お
い
て
「
指
揮
者
等
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
消

火
活
動
要
員
に
対
し
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
力
量
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
以
下
の
教

育
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

な
お
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
に
有
効
と
判
断
さ
れ
る
新
た
な
知
見
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
以
下
の
内
容
に

限
定
せ
ず
、
教
育
訓
練
を
行
う
。

 

（
中
略
）
 

イ
 
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
技
術
的
能
力
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
指
揮
者
等
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
に
対
し
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
以
下
の
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き

実
施
す
る
。
 

(ｱ
)
 大
規
模
損
壊
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把
握
、
情
報
収
集
、
的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
お
よ
び
指
揮
者
等
と
消

火
活
動
要
員
と
の
連
携
を
含
め
た
実
効
性
等
を
確
認
す
る
た
め
、
ア
項
(
ｱ)
ａ
ま
た
は
ｂ
の
い
ず
れ
か
の
操
作
を
踏

ま
え
た
総
合
的
な
訓
練
に
つ
い
て
、
任
意
の
指
揮
者
等
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
を
対
象
※
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。 

※
 
毎
年
特
定
の
者
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。

 

（
以
下
略
）
 

(2
)要
員
へ
の
教
育
訓
練
の
実
施

 

各
課
（
室
）
長
は
、
「
添
付
３

 
1
.1
(
2)
教
育
訓
練
の
実
施
」
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
策
に
て
実
施
す
る
教
育
訓

練
を
基
に
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
各
要
員
の
役
割
に
応
じ
た
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
必
要
と
な
る
力
量
を

維
持
向
上
す
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。

 

ま
た
、
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場
合
を
想
定
し
た
指
揮
者
等
の
個
別
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

さ
ら
に
、
要
員
の
役
割
に
応
じ
て
付
与
さ
れ
る
力
量
に
加
え
、
流
動
性
を
も
っ
て
対
応
で
き
る
よ
う
な
力
量
を
確
保
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
期
待
す
る
要
員
以
外
の
要
員
で
も
対
応
で
き
る
よ
う
教
育
訓
練
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
教
育

内
容
に
つ
い
て
も
充
実
を
図
る
。
 

ア
 力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

  

(ｱ
) 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
用
い
た
大
規
模
損
壊
対
応

 

「
添
付
３

 
1.

1(
2)
教
育
訓
練
の
実
施

 
ア
 力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
」
と
同
じ
。

 

(ｲ
) 
そ
の
他
の
大
規
模
損
壊
対
応

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
う
ち
全
体
指
揮
を
行
う
全
体
指
揮
者
お
よ
び
原
子
炉
毎
の
指
揮

を
行
う
指
揮
者
な
ら
び
に
通
報
連
絡
を
行
う
通
報
連
絡
者
（
以
下

(2
)に
お
い
て
「
指
揮
者
等
」
と
い
う
。
）
ま
た
は

消
火
活
動
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、
第
１
３
条
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に
、
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ

い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

ａ
 
消
火
活
動
要
員
 

(
a)

 化
学
消
防
自
動
車
か
ら
原
子
炉
へ
注
水
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練

 

(
b)

 化
学
消
防
自
動
車
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め
の
接
続
訓
練

 

ｂ
 
指
揮
者
等
 

(a
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
し
な
い
場
合
等
の
事
象
を
想
定
し
た
教
育
訓
練
 

(
ｳ)

 安
全
・
防
災
室
長
は
、

(
ｲ)
項
に
係
る
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、
当
該
設
備
の
使
用
を
開
始
す
る
ま

で
に
、
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
の
要
素
を
考
慮
し
た
確
認
方
法
に
よ
り
、
力
量
付
与
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。
 

 イ
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

 

所
長
室
長
は
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
す
る
。

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
指
揮
者
等
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
に
対
し
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要

な
力
量
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

 

  な
お
、
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
に
有
効
と
判
断
さ
れ
る
新
た
な
知
見
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
以
下
の
内
容
に

限
定
せ
ず
、
教
育
訓
練
を
行
う
。
 

（
中
略
）

 

ウ
 
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
技
術
的
能
力
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。

 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
指
揮
者
等
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
に
対
し
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
以
下
の
訓
練
に
つ
い
て
、
社
内
標
準
に
基
づ
き

実
施
す
る
。

 

(
ｱ)

 大
規
模
損
壊
発
生
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
況
の
把
握
、
情
報
収
集
、
的
確
な
対
応
操
作
の
選
択
お
よ
び
指
揮
者
等
と
消

火
活
動
要
員
と
の
連
携
を
含
め
た
実
効
性
等
を
確
認
す
る
た
め
、
イ
項

(
ｱ)
ａ
ま
た
は
ｂ
の
い
ず
れ
か
の
操
作
を
踏

ま
え
た
総
合
的
な
訓
練
に
つ
い
て
、
任
意
の
指
揮
者
等
お
よ
び
消
火
活
動
要
員
を
対
象
※
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。 

※
 
毎
年
特
定
の
者
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。

 

（
以
下
略
）
 

         実
用
発
電
用
原
子
炉

及
び
そ
の
附
属
施
設

に
お
け
る
発
電
用
原

子
炉
施
設
保
安
規
定

の
審
査
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
う
変
更
 

（
以
下
、
同
じ
）
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添付資料 

 

１．３，４号炉重大事故等対策に関する体制変更について 

 

２．実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準の

一部改正に伴う変更について 
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添付資料１ 

 

 

３，４号炉重大事故等対策に関する体制変更について 

 

大飯３、４号炉として独立した重大事故等対策体制に向けて１，２号炉の運転員の

一部の役務を３，４号炉緊急安全対策要員で対応する。それに伴い、以下の保安規定

条文の変更を行う。 
 
・第１３条（運転員等の確保） 
・第１５２条（運転員の確保） 
・添付３（重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準（第１８条の５および

第１８条の６関連）） 
  

以 上 
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添付資料２ 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の 

審査基準の一部改正に伴う変更について 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準

の一部改正（２０１９年１０月２日改正）のうち、重大事故等発生時及び大規模損壊

発生時おける発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員に対する

教育及び訓練に関する改正内容を反映する。 
それに伴い、以下の保安規定条文の変更を行う。 
 
・第１３条（運転員等の確保） 
・第１８条の５ （重大事故等発生時の体制の整備） 
・第１８条の６ （大規模損壊発生時の体制の整備） 
・添付３ （重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準（第１８条の５およ

び第１８条の６関連）） 
  

以 上 
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